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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
制御信号により駆動されるとともに、駆動開始から噴射開始までにタイムラグがあり、噴
射開始後に駆動時間に応じた噴射量で燃料噴射がなされる電子制御式の燃料噴射弁と、こ
の燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化度合いに基づいて該燃料噴射弁の劣化の有無を
判定する劣化判定手段と、同燃料噴射弁による燃料噴射量に応じた出力変化が得られるセ
ンサとを備え、前記燃料噴射弁による前記燃料噴射の開始に必要とする駆動時間を最少駆
動時間として保持しつつ、この最少駆動時間に基づき同燃料噴射弁の駆動時間を決定する
内燃機関の燃料噴射制御装置において、
　前記劣化判定手段は、
　前記燃料噴射弁の燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値と、一定の燃料噴
射量を指令する所定のパラメータにて前記燃料噴射弁を駆動したときの前記センサのセン
サ出力値との差、もしくは比を初期値として取得してこれを保持する初期値保持手段と、
　前記燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化を監視し得る任意のタイミングで、前記燃
料噴射弁の前記燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値と、前記所定のパラメ
ータにて前記燃料噴射弁を駆動したときの前記センサのセンサ出力値との差、もしくは比
を現状値として取得する現状値取得手段と、
　これら初期値と現状値との比較に基づいて前記燃料噴射弁の劣化の有無を判定する比較
手段と、
　を備えて構成されるとともに、
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　当該燃料噴射制御装置は、この劣化判定手段によって前記燃料噴射弁の劣化が判定され
るとき、前記保持する最少駆動時間を学習更新するものであり、
　同劣化判定手段を構成する前記初期値保持手段および前記現状値取得手段の少なくとも
一方は、前記初期値あるいは前記現状値の取得に際し、各別の燃料噴射量を指令する少な
くとも２つの所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を保持していて、
　当該燃料噴射制御装置による前記最少駆動時間の学習更新は、前記現状値が前記初期値
を下回る方向にずれているときには、前記所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を共に前
記燃料噴射量が所定量だけ増量される方向に再設定し、前記現状値が前記初期値を上回る
方向にずれているときには、前記所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を共に前記燃料噴
射量が所定量だけ減量される方向に再設定してそれぞれ前記燃料噴射弁を駆動したときの
前記センサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）を取得するとともに、該取得したセンサの
センサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）を補間して近似式を求め、この求めた近似式と前記燃料
無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値（Ｓ０）との交点に基づいて前記最少駆動
時間に相当する時間を新たに算出することにより行われる
　ことを特徴とする内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項２】
前記比較手段は、前記現状値が前記初期値に対し所定の範囲を超えてずれていることに基
づいて前記燃料噴射弁が劣化している旨を判定する
　請求項１に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項３】
制御信号により駆動されるとともに、駆動開始から噴射開始までにタイムラグがあり、噴
射開始後に駆動時間に応じた噴射量で燃料噴射がなされる電子制御式の燃料噴射弁を備え
、該燃料噴射弁による前記燃料噴射の開始に必要とする駆動時間を最少駆動時間として保
持しつつ、この最少駆動時間に基づき同燃料噴射弁の駆動時間を決定する内燃機関の燃料
噴射制御装置において、
　前記燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化度合いに基づいて同燃料噴射弁の劣化の有
無を判定する劣化判定手段を備え、該劣化判定手段にて前記燃料噴射弁の劣化が判定され
るとき、各別の燃料噴射量を指令する少なくとも２つの所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、
…）を前記燃料噴射量の経時変化度合いが緩和される方向に再設定したときの燃料噴射量
に相当する値（Ｓ１、Ｓ２、…）をそれぞれ取得するとともに、該取得した値（Ｓ１、Ｓ
２、…）を補間して近似式を求め、この求めた近似式と燃料無噴射時に相当する値（Ｓ０
）との交点に基づき前記最少駆動時間に相当する時間を新たに算出して、前記保持する最
少駆動時間を学習更新する
　ことを特徴とする内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項４】
請求項３に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置において、
　前記燃料噴射弁による燃料噴射量に応じた出力変化が得られるセンサを備え、前記劣化
判定手段は、
　前記燃料噴射弁の燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値（Ｓ０）と、一定
の燃料噴射量を指令する所定のパラメータ（Ｐ１）にて前記燃料噴射弁を駆動したときの
前記センサのセンサ出力値（Ｓ１）との差、もしくは比を初期値として取得してこれを保
持する初期値保持手段と、
　前記燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化を監視し得る任意のタイミングで、前記燃
料噴射弁の前記燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値（Ｓ０）と、前記所定
のパラメータ（Ｐ１）にて前記燃料噴射弁を駆動したときの前記センサのセンサ出力値（
Ｓ１）との差、もしくは比を現状値として取得する現状値取得手段と、
　これら初期値と現状値との比較に基づいて前記燃料噴射弁の劣化の有無を判定する比較
手段と、
　を備えて構成されることを特徴とする内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項５】



(3) JP 4238043 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

前記比較手段は、前記現状値が前記初期値に対し所定の範囲を超えてずれていることに基
づいて前記燃料噴射弁が劣化している旨を判定する
　請求項４に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項６】
前記各別の燃料噴射量を指令する少なくとも２つの所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）
は、前記初期値保持手段および前記現状値取得手段の少なくとも一方に保持されており、
これらパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）の前記燃料噴射量の経時変化度合いが緩和される方
向への再設定は、前記現状値が前記初期値を下回る方向にずれているときにはそれらパラ
メータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を共に前記燃料噴射量が所定量だけ増量される値に再設定し、
前記現状値が前記初期値を上回る方向にずれているときにはそれら所定のパラメータ（Ｐ
１、Ｐ２、…）を共に前記燃料噴射量が所定量だけ減量される値に再設定する態様で行わ
れ、該パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を再設定したときの前記燃料噴射量に相当する値（
Ｓ１、Ｓ２、…）が、それら再設定したパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）にて前記燃料噴射
弁を駆動したときの前記センサのセンサ出力値である
　請求項４または５に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項７】
前記燃料噴射弁の燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値が、前記燃料無噴射
時とみなせる期間における同センサの実測値である
　請求項１または２または４～６の何れか一項に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項８】
前記センサが、前記内燃機関の燃焼圧力、機関回転数の変化量、排気ガスの状態、および
機関本体の運動エネルギのうち、その何れかをセンサ出力値として出力するものである
　請求項１または２または４～６の何れか一項に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項９】
前記近似式は、前記内燃機関のそれぞれ一致する運転環境のもとで取得されたセンサのセ
ンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）に基づいて求められる
　請求項１または６に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項１０】
前記センサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）は各々、他のセンサのセンサ出力値に反映
された燃料噴射の影響が収束したとみなせるときに取得される
　請求項１または６または９に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項１１】
前記内燃機関は多気筒内燃機関であるとともに、前記燃料噴射弁は該内燃機関のそれら気
筒毎に設けられ、前記劣化判定手段による燃料噴射弁の劣化判定、および前記最少駆動時
間の学習更新は、それら各気筒の燃料噴射弁毎に各別に行われる
　請求項１～１０の何れか一項に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子制御式の燃料噴射弁を用いて内燃機関への燃料噴射態様を制御する内燃機
関の燃料噴射制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ディーゼル機関では近年、電磁駆動式の燃料噴射弁に電子制御された制御信号を印加する
ことにより、コモンレール（畜圧室）に蓄えられている高圧燃料を機関燃焼室に噴射する
コモンレール式高圧燃料噴射システム（以下、コモンレールシステムという）が採用され
ることが多い。こうしたコモンレールシステムでは基本的に、機関回転速度に依存するこ
となく、燃料噴射弁の開閉を直接制御することができるため、燃料噴射圧、燃料噴射量、
燃料噴射時期などをそれぞれ独立して設定することができる。
【０００３】
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そのため、このコモンレールシステムを採用するディーゼル機関では、一燃焼サイクルに
つき複数回の微小噴射を行う、いわゆる多段噴射（マルチ噴射）を実施して、スモークや
窒化酸化物（ＮＯｘ）等の低減を図ることも容易である。ちなみに、こうしたマルチ噴射
の一例として、例えば主噴射にて噴射する燃料の一部を予め主噴射に先立って噴射するパ
イロット噴射では、主噴射による主燃焼時の急激な燃焼圧や燃焼温度の上昇を抑制するこ
とができるため、燃焼騒音の低減やＮＯｘの抑制が図られる。またこれ以外にも、例えば
主噴射の前後の近接した時期に微量の燃料を噴射するプレ噴射やアフタ噴射では、主噴射
による燃焼の更なる促進を図ることが可能となり、スモーク等の発生が抑制される。また
、主噴射に大きく遅角した時期、すなわち燃焼行程後期に燃料を噴射するポスト噴射では
、排気の昇温や還元成分の供給によって触媒が活性化されやすくなり、ひいては排気エミ
ッションの向上が図られる。
【０００４】
一方、電磁駆動式の燃料噴射弁は周知のように、燃料噴射弁に上記制御信号が印加される
ことによって開閉駆動される。すなわち、燃料噴射弁の電磁弁は、制御信号の印加（通電
）によってノズルが開弁するように駆動され、このノズルの開弁に伴って燃料噴射が開始
される。一方、同電磁弁は、上記制御信号の印加解除（遮電）によってノズルが閉弁する
ように駆動され、このノズルの閉弁に伴って燃料噴射が停止される。
【０００５】
ところで、こうした電磁駆動式の燃料噴射弁を用いて燃料噴射態様を制御する場合には、
その駆動開始から噴射開始までのタイムラグを考慮する必要がある。すなわち、燃料噴射
弁にはその機械構造上、弁体の応答遅れなどに起因して、駆動開始から噴射開始までには
上記タイムラグがある。そのため、こうしたタイムラグを考慮して、燃料噴射開始に必要
とする駆動時間を最少駆動時間として予め把握しておくことで、想定した時期に想定した
量にて燃料噴射制御を実施することが可能となる。特に、上述したマルチ噴射では、微小
噴射を実現するために、より木目細かな制御信号の生成が必要となるため、正確な最少駆
動時間の把握が欠かせないものとなっている。
【０００６】
ただし、上記最少駆動時間は、一旦その時間が把握されたとしても、燃料噴射弁の劣化を
含む経時変化等によって変動をきたすことが多い。また、こうした最少駆動時間は、燃料
噴射弁の製造上の公差等により、多気筒内燃機関の各気筒ごとに異なっている場合もある
。
【０００７】
そこで従来は、例えば特許文献１に示されるように、炭化水素の含有量を検出するＨＣセ
ンサを用いるとともに、燃料無噴射時を基準（閾値）とした該センサの燃料噴射に伴う出
力値の変化に基づいてその都度の最少駆動時間を算出する方法なども提案されている。す
なわちここでは、その時点で保持されている最少駆動時間に基づいてまずは燃料噴射が実
施される。そして、このとき検出される上記センサのセンサ出力値が上記基準とする値（
無噴射時の値）よりも大きい場合には、該保持されている最少駆動時間が所定時間だけ短
縮されるように最少駆動時間が仮補正される。続いて、この仮補正された最少駆動時間に
基づいて燃料噴射が実施されたときのＨＣセンサの出力値が再び検出される。このような
処理が、上記検出されるＨＣセンサの出力値が上記基準値以下となるまで繰り返し行われ
、同センサの出力値が上記基準値以下となったときに仮補正された最小駆動時間の値が、
当該燃料噴射弁の最少駆動時間として再設定（学習更新）される。
【０００８】
一方、上記検出されるＨＣセンサの出力値が上記基準とする値（無噴射時の値）よりも小
さい場合には、上記保持されている最少駆動時間が所定時間だけ伸長されるように最少駆
動時間が仮補正される。そしてこの場合にも、この仮補正された最少駆動時間に基づいて
燃料噴射が実施されたときのＨＣセンサの出力値が再び検出される。この処理も上記検出
されるＨＣセンサの出力値が上記基準値よりも大きくなるまで繰り返し行われ、同センサ
の出力値が上記基準値よりも大きくなったときに仮補正された最小駆動時間の値が、当該
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燃料噴射弁の最少駆動時間として再設定（学習更新）される。
【０００９】
なお、これら最少駆動時間の補正、すなわち学習更新は、気筒別に順番に繰り返し行われ
るため、すべての気筒の燃料噴射弁についてその経時変化等に対する補償が継続的に維持
されるようになる。
【００１０】
【特許文献１】
特開平１１－２９４２２７号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、ＨＣセンサの出力値を用いて最少駆動時間を補正（学習更新）していくこ
とで、燃料噴射弁に劣化等の経時変化が生じた場合にあっても、所望とする態様での燃料
噴射制御を実行することはできる。
【００１２】
しかし、こうした方法では、必要とされる最少駆動時間が得られるまでに燃料噴射を幾度
となく試行しつつ上述した比較処理等が繰り返されるため、最少駆動時間の算出にかかる
演算負荷の増大が無視できないものとなっている。
【００１３】
さらに、上記補正される最少駆動時間の値も、最初に検出されたセンサ出力値が基準値よ
りも大きければ小さくなるように、また基準値よりも小さければ大きくなるようにといっ
た態様で補正される。そのため、本来の最少駆動時間から逸脱した補正が行われていたと
しても、これら条件さえ満たされていれば最少駆動時間とみなされることとなり、その補
正精度といった面においても未だ課題を残すものとなっている。
【００１４】
また、燃料噴射の開始直後は、燃料噴射量も少ないことから、上記ＨＣセンサとしてもそ
の出力変化が小さく、外乱の影響を受けやすい。したがって、上記従来の方法では、この
点においても、最少駆動時間の正確な把握が困難なものとなっている。
【００１５】
本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、燃料噴射弁の最少
駆動時間の更新に際し、その演算負荷を大幅に軽減することのできる燃料噴射制御装置を
提供することにある。
【００１６】
また、本発明の目的は、燃料噴射弁の最少駆動時間の更新に際し、最小限の演算負荷で且
つ、より精度の高い最少駆動時間を求めることのできる燃料噴射制御装置を提供すること
にある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　こうした目的を達成するため、請求項１に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置では、制
御信号により駆動されるとともに、駆動開始から噴射開始までにタイムラグがあり、噴射
開始後に駆動時間に応じた噴射量で燃料噴射がなされる電子制御式の燃料噴射弁と、この
燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化度合いに基づいて該燃料噴射弁の劣化の有無を判
定する劣化判定手段と、同燃料噴射弁による燃料噴射量に応じた出力変化が得られるセン
サとを備え、前記燃料噴射弁による前記燃料噴射の開始に必要とする駆動時間を最少駆動
時間として保持しつつ、この最少駆動時間に基づき同燃料噴射弁の駆動時間を決定する内
燃機関の燃料噴射制御装置として、前記劣化判定手段は、燃料噴射弁の燃料無噴射時に相
当するセンサのセンサ出力値と、一定の燃料噴射量を指令する所定のパラメータにて燃料
噴射弁を駆動したときのセンサのセンサ出力値との差、もしくは比を初期値として取得し
てこれを保持する初期値保持手段と、燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化を監視し得
る任意のタイミングで、燃料噴射弁の燃料無噴射時に相当するセンサのセンサ出力値と、
所定のパラメータにて燃料噴射弁を駆動したときのセンサのセンサ出力値との差、もしく
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は比を現状値として取得する現状値取得手段と、これら初期値と現状値との比較に基づい
て燃料噴射弁の劣化の有無を判定する比較手段とを備えて構成されるとともに、当該燃料
噴射装置は、この劣化判定手段によって前記燃料噴射弁の劣化が判定されるとき、前記保
持する最少駆動時間を学習更新するものであり、同劣化判定手段を構成する初期値保持手
段および現状値取得手段の少なくとも一方は、初期値あるいは現状値の取得に際し、各別
の燃料噴射量を指令する少なくとも２つの所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を保持し
ていて、当該燃料噴射制御装置による最少駆動時間の学習更新は、現状値が初期値を下回
る方向にずれているときには、所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を共に燃料噴射量が
所定量だけ増量される方向に再設定し、現状値が初期値を上回る方向にずれているときに
は、所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を共に燃料噴射量が所定量だけ減量される方向
に再設定してそれぞれ燃料噴射弁を駆動したときのセンサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、
…）を取得するとともに、該取得したセンサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）を補間し
て近似式を求め、この求めた近似式と燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値
（Ｓ０）との交点に基づいて最少駆動時間に相当する時間を新たに算出することにより行
われる構成としている。
　これにより、最少駆動時間の学習更新は、上記劣化判定手段にて燃料噴射弁の劣化が判
定されるときに限って実行されることとなり、燃料噴射制御装置としての演算負荷を最小
限に抑えることができるようになる。
　また、上記燃料噴射装置では、燃料噴射弁による燃料噴射量に応じた出力変化が得られ
るセンサを備えることとし、且つ、前記劣化判定手段を、
（イ）前記燃料噴射弁の燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値と、一定の燃
料噴射量を指令する所定のパラメータにて前記燃料噴射弁を駆動したときの前記センサの
センサ出力値との差、もしくは比を初期値として取得してこれを保持する初期値保持手段
。
（ロ）前記燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化を監視し得る任意のタイミングで、前
記燃料噴射弁の前記燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値と、前記所定のパ
ラメータにて前記燃料噴射弁を駆動したときの前記センサのセンサ出力値との差、もしく
は比を現状値として取得する現状値取得手段。
（ハ）これら初期値と現状値との比較に基づいて前記燃料噴射弁の劣化の有無を判定する
比較手段。
をそれぞれ備える構成としている。劣化判定手段のこのような構成によれば、燃料噴射弁
の経時変化度合いを、上記初期値に対する上記現状値の推移として的確に捉えることがで
きるようになり、その劣化判定精度も自ずと高く維持されるようになる。
　さらに上記燃料噴射制御装置では、上記最少駆動時間の学習更新に際し、次のようなメ
カニズムを採用している。すなわち、
（ａ）前記初期値保持手段および前記現状値取得手段の少なくとも一方に、各別の燃料噴
射量を指令する少なくとも２つの所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を保持しておく。
（ｂ）前記現状値が前記初期値を下回る方向にずれているときには、所定のパラメータ（
Ｐ１、Ｐ２、…）を共に前記燃料噴射量が所定量だけ増量される方向に再設定し、前記現
状値が前記初期値を上回る方向にずれているときには、所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、
…）を共に前記燃料噴射量が所定量だけ減量される方向に再設定してそれぞれ燃料噴射弁
を駆動したときの前記センサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）を取得する。
（ｃ）これら取得したセンサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）を補間して近似式を求め
る。
（ｄ）この求めた近似式と燃料無噴射時に相当するセンサのセンサ出力値（Ｓ０）との交
点に基づいて最少駆動時間に相当する時間を新たに算出する。
　ここで、特に上記（ｃ）の態様で一旦近似式を求めれば、その後はセンサ出力に頼らず
とも、当該燃料噴射弁の噴射特性がほぼ明らかとなる。このため、上記燃料無噴射時に相
当するセンサのセンサ出力値（Ｓ０）を閾値とする上記燃料噴射の開始に必要とする駆動
時間、すなわち最少駆動時間も、燃料噴射弁に制御信号を印加してから上記近似式が上記
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センサのセンサ出力値（Ｓ０）に差交するまでの時間として、一義的に、しかもより正確
に算出することができるようになる。そして、この算出された時間にて上記保持されてい
る最少駆動時間の値を更新することで、以降は、燃料噴射弁の劣化度合いが加味された正
確な燃料噴射制御が維持されるようになる。
【００１９】
　また、請求項２に記載の燃料噴射制御装置では、劣化判定手段を構成する上記比較手段
についてこれを、前記現状値が前記初期値に対し所定の範囲を超えてずれていることに基
づいて前記燃料噴射弁が劣化している旨を判定するものとして構成している。比較手段の
このような構成によれば、上記初期値に対する所定の範囲の設定を通じて、燃料噴射弁の
経時変化度合いに対する閾値、換言すれば、燃料噴射弁の劣化度合いに対する許容値、あ
るいは上記最少駆動時間を学習更新したい時期といったものを任意に調整することができ
ることとなり、燃料噴射制御装置としてのシステム運用上の自由度も自ずと高められるよ
うになる。
【００２２】
　一方、請求項３に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置では、制御信号により駆動される
とともに、駆動開始から噴射開始までにタイムラグがあり、噴射開始後に駆動時間に応じ
た噴射量で燃料噴射がなされる電子制御式の燃料噴射弁を備え、該燃料噴射弁による前記
燃料噴射の開始に必要とする駆動時間を最少駆動時間として保持しつつ、この最少駆動時
間に基づき同燃料噴射弁の駆動時間を決定する内燃機関の燃料噴射制御装置として、前記
燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化度合いに基づいて同燃料噴射弁の劣化の有無を判
定する劣化判定手段を備えるとともに、該劣化判定手段にて前記燃料噴射弁の劣化が判定
されるとき、各別の燃料噴射量を指令する少なくとも２つの所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ
２、…）を前記燃料噴射量の経時変化度合いが緩和される方向に再設定したときの燃料噴
射量に相当する値（Ｓ１、Ｓ２、…）をそれぞれ取得するとともに、該取得した値（Ｓ１
、Ｓ２、…）を補間して近似式を求め、この求めた近似式と燃料無噴射時に相当する値（
Ｓ０）との交点に基づき前記最少駆動時間に相当する時間を新たに算出して、前記保持す
る最少駆動時間を学習更新する構成としている。このような構成によっても、最少駆動時
間の学習更新は、上記劣化判定手段にて燃料噴射弁の劣化が判定されるときに限って実行
されることとなり、燃料噴射制御装置としての演算負荷を最小限に抑えることができるよ
うになる。しかも同構成によれば、上記態様で一旦近似式を求めることによって当該燃料
噴射弁の噴射特性がほぼ明らかとなる。このため、上記燃料無噴射時に相当する値（Ｓ０
）を閾値とする上記燃料噴射弁において燃料噴射の開始に必要とする駆動時間、すなわち
最少駆動時間も、上記制御信号を印加してから上記近似式が上記値（Ｓ０）に差交するま
での時間として、一義的に、しかもより正確に算出することができるようになる。そして
、この算出された時間にて上記保持されている最少駆動時間の値を更新することで、以降
は、燃料噴射弁の劣化度合いが加味された正確な燃料噴射制御が維持されるようになる。
【００２３】
なおここで、上記パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を再設定したときの燃料噴射量に相当す
る値としては、例えば該当する燃料噴射弁について予めその劣化推移（劣化傾向）を実験
等により求めた推定値なども適宜採用することができる。
【００２４】
　また、請求項４に記載の燃料噴射制御装置では、上記構成を前提とした上で、燃料噴射
弁による燃料噴射量に応じた出力変化が得られるセンサを備えることとし、且つ、前記劣
化判定手段を、
（イ）前記燃料噴射弁の燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値と、一定の燃
料噴射量を指令する所定のパラメータ（Ｐ１）にて前記燃料噴射弁を駆動したときの前記
センサのセンサ出力値（Ｓ１）との差、もしくは比を初期値として取得してこれを保持す
る初期値保持手段。
（ロ）前記燃料噴射弁による燃料噴射量の経時変化を監視し得る任意のタイミングで、前
記燃料噴射弁の前記燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値（Ｓ０）と、前記
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所定のパラメータ（Ｐ１）にて前記燃料噴射弁を駆動したときの前記センサのセンサ出力
値（Ｓ１）との差、もしくは比を現状値として取得する現状値取得手段。
（ハ）これら初期値と現状値との比較に基づいて前記燃料噴射弁の劣化の有無を判定する
比較手段。
をそれぞれ備える構成としている。劣化判定手段のこのような構成によれば、燃料噴射弁
の経時変化度合いを、上記初期値に対する上記現状値の推移として的確に捉えることがで
きるようになり、その劣化判定精度も自ずと高く維持されるようになる。
【００２５】
　また、請求項５に記載の燃料噴射制御装置では、劣化判定手段を構成する上記比較手段
についてこれを、前記現状値が前記初期値に対し所定の範囲を超えてずれていることに基
づいて前記燃料噴射弁が劣化している旨を判定するものとして構成している。比較手段の
このような構成によれば、上記初期値に対する所定の範囲の設定を通じて、燃料噴射弁の
経時変化度合いに対する閾値、換言すれば、燃料噴射弁の劣化度合いに対する許容値、あ
るいは上記最少駆動時間を学習更新したい時期といったものを任意に調整することができ
ることとなり、燃料噴射制御装置としてのシステム運用上の自由度も自ずと高められるよ
うになる。
【００２６】
　また、請求項６に記載の燃料噴射制御装置では、上記請求項４または５に記載の構成を
前提として、
（ｅ）前記各別の燃料噴射量を指令する少なくとも２つの所定のパラメータ（Ｐ１、Ｐ２
、…）が、前記初期値保持手段および前記現状値取得手段の少なくとも一方に保持される
。
（ｆ）これらパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）の前記燃料噴射量の経時変化度合いが緩和さ
れる方向への再設定は、前記現状値が前記初期値を下回る方向にずれているときにはそれ
らパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を共に前記燃料噴射量が所定量だけ増量される値に再設
定し、前記現状値が前記初期値を上回る方向にずれているときにはそれら所定のパラメー
タ（Ｐ１、Ｐ２、…）を共に前記燃料噴射量が所定量だけ減量される値に再設定する態様
で行われる。
（ｇ）該パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を再設定したときの前記燃料噴射量に相当する値
（Ｓ１、Ｓ２、…）が、それら再設定したパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）にて前記燃料噴
射弁を駆動したときの前記センサのセンサ出力値である。
といった構成を採用している。上述のように、上記パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を再設
定したときの燃料噴射量に相当する値（Ｓ１、Ｓ２、…）としては、例えば該当する燃料
噴射弁について予めその劣化推移（劣化傾向）を実験等により求めた推定値なども適宜採
用することができるが、特にこの構成のように、上記パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）を再
設定したときの燃料噴射量に相当する値（Ｓ１、Ｓ２、…）として、それら再設定したパ
ラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）にて燃料噴射弁を駆動したときの上記センサのセンサ出力値
を用いるようにしたことで、近似式の精度、ひいては学習精度を高く維持することができ
るようになる。
【００２７】
　また、請求項７に記載の燃料噴射制御装置では、前記センサを用いる構成において、燃
料噴射弁の燃料無噴射時に相当する前記センサのセンサ出力値として、燃料無噴射時とみ
なせる期間における同センサの実測値を採用するようにしている。このような構成により
、燃料噴射弁の劣化判定を行うにしろ、あるいは最少駆動時間の学習更新を行うにしろ、
それら劣化判定や学習更新にかかる信頼性を高く維持することができるようになる。
【００２８】
　なお、このようなセンサ、すなわち燃料噴射弁による燃料噴射量に応じた出力変化が得
られるセンサとしては、請求項８に記載のように、前記内燃機関の燃焼圧力をセンサ出力
値として出力するもの、機関回転数の変化量をセンサ出力値として出力するもの、排気ガ
スの状態をセンサ出力値として出力するもの、あるいは機関本体に生じる振動や加速度等
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、その運動エネルギをセンサ出力値として出力するもの、等々を採用することができる。
【００２９】
　他方、請求項９に記載の燃料噴射制御装置では、こうしたセンサのセンサ出力値に基づ
いて前記近似式を求めるに際し、それらセンサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）を、例
えば車両減速運転時などのフューエルカット期間中を含めて内燃機関のそれぞれ一致する
運転環境のもとで取得する構成としている。これにより、同センサのセンサ出力値（Ｓ１
、Ｓ２、…）に直接影響する測定環境の違いが解消され、より高い精度にて上記近似式を
求めることができるようになる。
【００３０】
　さらに、請求項１０に記載の燃料噴射制御装置では、こうしたセンサのセンサ出力値の
取得に際し、同センサのセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）は各々、他のセンサのセンサ出
力値に反映された燃料噴射の影響が収束したとみなせるときに取得する構成としている。
このような構成を採用することによって、それら取得されるセンサのセンサ出力値の一つ
ひとつがより信頼性の高い値となり、ひいては上記求められる近似式の精度も更に高めら
れるようになる。
【００３１】
　そして、請求項１１に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置では、当該内燃機関が多気筒
内燃機関であるとともに、燃料噴射弁も、該内燃機関のそれら気筒毎に設けられることを
前提に、前記劣化判定手段による燃料噴射弁の劣化判定、および前記最少駆動時間の学習
更新が、それら各気筒の燃料噴射弁毎に各別に行われることとしている。こうした複数の
燃料噴射弁が設けられる場合、それら各燃料噴射弁の個体差については、他の何らかの手
法によってその吸収が図られているとしても、経時変化度合い、すなわち劣化度合いは、
それら各燃料噴射弁毎に異なってくるのが普通である。そこで、この請求項１１に記載の
燃料噴射制御装置のように、上述した燃料噴射弁の劣化判定および最少駆動時間の学習更
新を、それら各燃料噴射弁毎に各別に行うようにすることで、演算負荷を最小限に抑えつ
つ、多気筒内燃機関全体としての燃料噴射制御も常に適正に維持することができるように
なる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、この発明を具体化した一実施の形態について図面に従って説明する。本実施の形態
では、車載ディーゼル機関用のコモンレール式燃料噴射制御装置を対象に本発明を具体化
している。
【００３３】
はじめに図１を参照して、こうしたコモンレール式燃料噴射制御装置の構成並びに動作を
簡単に説明する。
同図１に示されるように、本実施の形態の燃料噴射制御装置は、大きくは、ディーゼル機
関１０に燃料を供給する燃料噴射弁１２（１２ａ～１２ｄ）、コモンレール（畜圧室）２
０、燃料ポンプ２２、各種センサ、そしてそれらのセンサの出力に基づいてこれらを制御
する電子制御ユニット３０を備えて構成される。
【００３４】
ここで、上記燃料噴射弁１２（１２ａ～１２ｄ）は、電磁駆動式の開閉弁であり、多気筒
内燃機関であるディーゼル機関１０の各気筒１１（１１ａ～１１ｄ）に対してそれぞれ配
設されている。すなわち、この燃料噴射弁１２（１２ａ～１２ｄ）は、その内部に形成さ
れた電磁弁（図示略）に、電子制御ユニット３０を通じて生成された制御信号が印加され
ることによって開閉駆動されるようになっている。また、これら燃料噴射弁１２（１２ａ
～１２ｄ）は、畜圧室であるとともに、燃料の分配管でもあるコモンレール２０に接続さ
れている。そしてこのコモンレール２０には、燃料供給管２１を介して燃料ポンプ２２が
接続されている。この燃料ポンプ２２は、ディーゼル機関１０の出力軸であるクランク軸
１３の回転に基づいてポンプ動作を行う機関駆動式の高圧ポンプであり、図示しない電磁
スピル弁等の開閉制御と協働してコモンレール２０内部への燃料の吐出量およびその燃料
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圧力を調整している。
【００３５】
一方、電子制御ユニット３０は、双方向バス３１により互いに接続されたＲＯＭ（読み出
し専用メモリ）３２、ＲＡＭ（随時書き込み読み出しメモリ）３３、ＣＰＵ（中央処理装
置）３４、およびＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ３
５を備えている。またこれら各要素は、上記双方向バス３１により、入力ポート３６およ
び出力ポート３７とも接続されている。
【００３６】
そして、上記クランク軸１３の近傍には、その回転角（回転速度）を検出するためのＮＥ
センサ４０が設けられており、この出力は図示しない波形整形回路を介して２値化された
後、電子制御ユニット３０の上記入力ポート３６に取り込まれる。その他にも、ディーゼ
ル機関１０の運転状態を検出するセンサとしては、コモンレール２０内の燃料圧力を検出
するコモンレール圧（燃料圧）センサ４１や、ディーゼル機関１０の排気通路に設けられ
る空燃比センサ４２等が設けられている。これら各センサの出力は、電子制御ユニット３
０内に設けられているＡ／Ｄ変換器３８を介して上記入力ポート３６に取り込まれる。ま
た本実施の形態では、後述する燃料噴射弁１２（１２ａ～１２ｄ）の劣化判定処理に際し
、その判定タイミングの指標とするパラメータとして、上記ディーゼル機関１０を搭載す
る車両の走行距離を採用している。そこで、本実施の形態では、この車両の走行距離を計
測する距離計４３の出力も、電子制御ユニット３０の上記入力ポート３６に取り込むよう
にしている。
【００３７】
こうして各種センサの出力が取り込まれる電子制御ユニット３０では、上記ＲＯＭ３２に
記憶されている制御プログラムや初期データ、制御マップ等に従ってＣＰＵ３４が所定の
演算処理を実行する。そして、その演算結果がＲＡＭ３３や書き込み可能な不揮発性メモ
リ３５に格納されるとともに、適宜上記出力ポート３７に出力される。例えばこの演算結
果が、上記燃料噴射弁１２による燃料噴射態様を制御するものであった場合、同演算結果
はその駆動指令として、上記出力ポート３７を介して駆動回路３９に伝達される。このと
き駆動回路３９では、この伝達される駆動指令に基づいて、上記燃料噴射弁１２（１２ａ
～１２ｄ）の別にそれぞれ対応する制御信号を生成し、該生成した制御信号にてそれら燃
料噴射弁１２を駆動する。
【００３８】
このように、本実施の形態の燃料噴射制御装置では、電子制御ユニット３０から燃料噴射
弁１２に制御信号が印加されることによって燃料噴射弁１２のディーゼル機関１０に対す
る燃料噴射態様、すなわち燃料噴射時期および燃料噴射量（期間）が制御される。
【００３９】
ところで前述のように、上記燃料噴射弁１２は、その機械構造上、電子制御ユニット３０
からの制御信号の印加に基づく駆動開始から噴射開始までにタイムラグが生じる。そのた
め、電子制御ユニット３０は、予めこうしたタイムラグを考慮して、燃料噴射開始に必要
とする駆動時間を最少駆動時間として保持しつつ、この最少駆動時間に基づき上記制御信
号の印加時期を決定することで、燃料噴射態様を制御している。
【００４０】
さらに本実施の形態にあって、電子制御ユニット３０は、上記最少駆動時間が燃料噴射弁
１２の経時変化等によって変動する場合であっても所定の燃料噴射態様が維持されるよう
に、上記車両の走行距離を指標とした任意のタイミングで、上記燃料噴射弁１２の劣化判
定処理を実行する。この劣化判定処理の実行にあたってはまず、燃料噴射弁１２による燃
料噴射量に応じた出力変化が得られるセンサを用いて、各気筒の燃料噴射弁１２の別に、
初期段階の一定の燃料噴射量に基づくセンサ出力値を検出する。そして、燃料無噴射時の
同センサの出力値との対比のもとに、各燃料噴射弁１２の初期段階の特性を示す初期値Δ
Ｓｉを算出して、これを上記書き込み可能な不揮発性メモリ３５に格納しておく。一方、
こうした初期値算出処理とは別に、上記任意のタイミングにて、上記初期値ΔＳｉを算出



(11) JP 4238043 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

したときと同一の条件で、各燃料噴射弁１２のその都度の特性を示す現状値ΔＳを算出す
る。そして、この得られた現状値ΔＳと上記書き込み可能な不揮発性メモリ３５に保持さ
れている初期値ΔＳｉとを比較することによって、それぞれ該当する燃料噴射弁の劣化判
定が行われる。すなわち、同一気筒の燃料噴射弁１２に対し、上記同一条件にて算出され
る初期値ΔＳｉおよび現状値ΔＳは、基本的に一致するはずであり、そうでなければ燃料
噴射弁１２が経時変化（劣化）しているものと判断することができる。そして本実施の形
態では、燃料噴射弁１２がこうして劣化していると判断される場合に限って、その経時変
化度合いに合わせた最少駆動時間の学習更新を実行する。
【００４１】
なお、本実施の形態において、上記各燃料噴射弁１２（１２ａ～１２ｄ）の個体差につい
ては、例えば上記初期値ΔＳｉや現状値ΔＳを求める際の上記一定の燃料噴射量を調整す
るなど、予め他の方法にて吸収されているものとする。また、学習更新される以前の最少
駆動時間の値としては、例えば設計仕様値や予め実験等により得られた値が用いられ、こ
の値が上記書き込み可能な不揮発性メモリ３５に予め格納されている。
【００４２】
以下、電子制御ユニット３０が実行する初期値算出処理、劣化判定処理、および学習更新
処理について、図２～図５を併せ参照して詳細に説明する。
なおここでは、上記燃料噴射弁１２による燃料噴射量に応じた出力変化が得られるセンサ
として上記ＮＥセンサ４０を使用している。ちなみに、このＮＥセンサ４０の出力値は、
その時々におけるクランク軸１３のクランク角（位置）を示すが、これを時間と関連づけ
ることで、燃料の噴射量に応じた出力変化として読み込むことができる。すなわち、燃料
噴射量が増えればクランク軸１３の回転速度も増し、単位クランク角の回転に要する時間
は減少する。また、燃料噴射量が減少すればクランク軸１３の回転速度も減少し、単位ク
ランク角の回転に要する時間は増加する。ここで、上記単位クランク角とは、例えば上死
点（ＴＤＣ）～上死点後（ＡＴＤＣ）５０°といった具合に、任意に設定可能な角度であ
る。
【００４３】
また、こうした初期値算出処理、劣化判定処理、および学習更新処理は上述のように、各
気筒の燃料噴射弁１２（１２ａ～１２ｄ）の全てについて各別に実行される。すなわち実
際には、燃料噴射弁１２の一つひとつが噴射圧（コモンレール圧）別に噴射特性を持って
おり、上記最少駆動時間も、それら噴射圧の別に存在している。このため、それら燃料噴
射弁１２（１２ａ～１２ｄ）の別にこうした初期値算出処理、劣化判定処理、および学習
更新処理を行う必要がある。ただし、以下では説明の便宜上、上記燃料噴射弁１２のうち
の任意の１つを対象に実行されるそれら処理の具体例のみを例示する。
【００４４】
先ず、図２および図３を参照して上記初期値ΔＳｉを算出する処理、すなわち初期値算出
処理について説明する。
この初期値ΔＳｉの算出は、燃料噴射弁１２の取付時や交換時など、該燃料噴射弁１２が
初期状態にあるときに１度だけ実行される。すなわち、図２に示されるように、電子制御
ユニット３０は、ステップＳ１０１にて燃料噴射弁１２が上記初期状態にあり、且つ初期
値ΔＳｉを検出してないこと（Ｓ１０１：ＹＥＳ）を条件に、初期値ΔＳｉの算出処理を
実行する。一方、燃料噴射弁１２が初期状態にない場合や、すでに初期値ΔＳｉが算出さ
れている場合（Ｓ１０１：ＮＯ）には、本処理は終了される。
【００４５】
そして、上記ステップＳ１０１において、燃料噴射弁１２が初期状態にあることが判定さ
れた場合には、電子制御ユニット３０は、続くステップＳ１０２にて燃料噴射弁１２の燃
料無噴射時に相当するＮＥセンサ４０のセンサ出力値Ｓ０を取得する。また同様に、続く
ステップＳ１０３では、上述した一定の燃料噴射量に対応する所定のパラメータＰ１（書
き込み可能な不揮発性メモリ３５に記憶保持）にて燃料噴射弁１２を駆動したときのＮＥ
センサ４０のセンサ出力値Ｓ１を取得する。そしてその後、電子制御ユニット３０は、ス
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テップＳ１０４にて、上記ステップＳ１０２およびステップＳ１０３にて取得した無噴射
時のセンサ出力値Ｓ０とパラメータＰ１にて燃料噴射弁１２を駆動したときのセンサ出力
値Ｓ１との差の値として、上記初期値ΔＳｉを算出して本処理を終了する。なお、この算
出された初期値ΔＳｉは、上記書き込み可能な不揮発性メモリ３５に記憶保持される。ま
た、上記各ステップＳ１０１～ステップＳ１０４の処理、および書き込み可能な不揮発性
メモリ３５によって初期値保持手段が構成される。
【００４６】
図３に上記燃料噴射量、すなわち燃料噴射弁通電時間と上記センサ出力値との関係、およ
びセンサ出力値の取得態様について、その一例をグラフとして示す。ちなみに、図２の上
記ステップＳ１０２にて取得されるセンサ出力値Ｓ０が図３（ａ）の縦軸に示される「Ｓ
０」の値に相当し、また上記ステップＳ１０３にて取得されるセンサ出力値Ｓ１が同じく
図３（ａ）の縦軸に示される「Ｓ１」の値に相当する。そして、図２の上記ステップＳ１
０４にて算出される初期値ΔＳｉは、図３（ａ）において横軸のパラメータＰ１に対応し
て示される差分「ΔＳｉ」に相当する。
【００４７】
なお、図３（ａ）の横軸は、燃料噴射弁１２への通電時間を示しており、縦軸は、この通
電時間（燃料噴射量）に対応した上述したＮＥセンサ４０のセンサ出力値を示している。
ちなみにこのセンサ出力値は、ＮＥセンサ４０としての出力特性上、閾値Ｌを出力変化の
ベースラインとして、その上方に向かうほど変化量は大きくなる。換言すれば、閾値Ｌよ
り上方に出力されるほど、噴射量は増加しているといえる。
【００４８】
そして、上記センサ出力値Ｓ０、すなわち図３（ａ）の「Ａ」点に対応する値は、燃料無
噴射状態で検出した上記ＮＥセンサ４０のセンサ出力値に相当する。また上記パラメータ
Ｐ１に対応して取得されるセンサ出力値Ｓ１、すなわち図３（ａ）の「Ｂ」点に対応する
値は、車両減速時などのフューエルカット期間中に、同パラメータＰ１に基づく燃料噴射
を行ったときに上記ＮＥセンサ４０が検出したセンサ出力値に相当する。
【００４９】
続いて、上記算出、保持された初期値ΔＳｉを用いて実行される燃料噴射弁１２の劣化判
定処理について、図４に示すフローチャートを参照して説明する。
この劣化判定処理に際しては、先ずはじめに、ステップＳ２０１にて、劣化判定タイミン
グに達したか否かが判断される。この判定タイミングとしては、燃料噴射弁１２による燃
料噴射量の経時変化を監視し得る任意のタイミングを採用することが可能であるが、本実
施の形態では上述のように、上記車両が予め定められた一定距離を走行したか否か、すな
わち上記距離計４３を通じて計測される距離が一定距離に達したか否かが判断される。そ
して、このステップＳ２０１において、該劣化判定タイミングに未だ達していないと判断
される場合（Ｓ２０１：ＮＯ）、電子制御ユニット３０は、以下に説明する劣化判定処理
や学習更新処理等を実行せず、そのまま上記保持されている上記最少駆動時間に基づく燃
料噴射制御を実行する（Ｓ４００）。一方、上記劣化タイミングに達したと判断される場
合（Ｓ２０１：ＹＥＳ）には、続くステップＳ２１０以降の現状値取得処理が実行される
。
【００５０】
この現状値取得処理において、電子制御ユニット３０は、上述したフューエルカット期間
に、ステップＳ２１０にて、燃料噴射弁１２の燃料無噴射時に相当するＮＥセンサ４０の
センサ出力値Ｓ０を先ず取得する。そして、続くステップＳ２２０にて、先の初期値算出
処理（図２）にて用いたパラメータＰ１にて燃料噴射弁１２を駆動し、そのときのＮＥセ
ンサ４０のセンサ出力値Ｓ１を取得する。その後、ステップＳ２３０にて、これらステッ
プＳ２１０およびステップＳ２２０にてそれぞれ取得したセンサ出力値Ｓ０とセンサ出力
値Ｓ１との差の値として、燃料噴射弁１２の現状値ΔＳを算出する（図３（ａ）参照）。
なお、これらステップＳ２０１～ステップＳ２３０の処理および上記書き込み可能な不揮
発性メモリ３５によって、現状値取得手段が構成される。
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【００５１】
さらに、ステップＳ２４０では、こうして算出した現状値ΔＳが、上記算出し、保持され
ている初期値ΔＳｉに対して所定の範囲を超えてずれていないか否かが確認される。なお
、ここでいう所定の範囲とは、燃料噴射弁１２の劣化度合い（経時変化度合い）に対する
許容値の範囲を示しており、本実施の形態では、以下の式によって該現状値ΔＳのレベル
が判定される。
【００５２】
【数１】
（初期値ΔＳｉ－α）＜現状値ΔＳ＜（初期値ΔＳｉ＋β）
ちなみに、上式のαおよびβの値は、任意の数値であり、燃料噴射弁１２の特性等に応じ
て調整してもよい。またこれらαおよびβの値として、基本的には同一の値が用いられる
が、燃料噴射弁１２の劣化傾向や、以下に説明する学習更新処理の促進要求等に応じて異
なる値を用いるようにしてもよい。なお、このステップＳ２４０によって比較手段が構成
される。
【００５３】
そして、このステップＳ２４０において、上記現状値ΔＳが、燃料噴射弁１２の劣化度合
いに対する許容値の範囲内にあるとき（Ｓ２４０：ＹＥＳ）、電子制御ユニット３０は、
燃料噴射弁１２が劣化していない、もしくはその劣化の度合いが許容範囲にあるものと判
定する。そしてこの場合も、そのまま上記保持されている最少駆動時間に基づく燃料噴射
制御の実行を継続する（Ｓ４００）。
【００５４】
一方、同ステップＳ２４０において燃料噴射弁１２が劣化していると判定する（Ｓ２４０
：ＮＯ）と、電子制御ユニット３０は、続くステップＳ３１０にて、その経時変化度合い
が緩和される方向にパラメータを再設定するパラメータ再設定処理を実行する。図５に、
こうしたパラメータ再設定処理について、その具体手順の一例を示す。
【００５５】
同図５に示されるように、この処理では、上記現状値ΔＳが初期値ΔＳｉを上回る方向に
ずれているとき（Ｓ３１１：ＹＥＳ）には、噴射量が増量する側に劣化しているものと判
定する。そして、ステップＳ３１２にて、上記書き込み可能な不揮発性メモリ３５に記憶
保持されているパラメータＰ１およびＰ２の各値を共に燃料噴射量が所定量だけ減量され
る値に再設定する。一方、現状値ΔＳが初期値ΔＳｉを下回る方向にずれているとき（Ｓ
３１１：ＮＯ）には、噴射量が減量する側に劣化しているものと判定する。そしてこの場
合には、ステップＳ３１３にて、同じく上記書き込み可能な不揮発性メモリ３５に記憶保
持されているパラメータＰ１およびＰ２の各値を共に燃料噴射量が所定量だけ増量される
値に再設定する。なお、パラメータＰ１については上述したとおりであるが、上記書き込
み可能な不揮発性メモリ３５には、先の図３（ａ）に示される燃料噴射弁通電時間につい
てのパラメータＰ２に相当する値が、上記パラメータＰ２として併せて記憶されている。
また、これらパラメータＰ１、Ｐ２について上記再設定が行われた場合には、これら再設
定されたパラメータＰ１、Ｐ２にて元のパラメータが更新され、これら更新されたパラメ
ータＰ１、Ｐ２が書き込み可能な不揮発性メモリ３５に新たに記憶保持される。
【００５６】
こうしてパラメータの再設定を行った電子制御ユニット３０は、次に、図４に示すステッ
プＳ３２０の処理として、上記再設定したパラメータＰ１、Ｐ２にて燃料噴射弁１２を駆
動し、このときのＮＥセンサ４０のセンサ出力値Ｓ１、Ｓ２をそれぞれ取得する。そして
これら取得した値を補間するかたちで、先の図３（ａ）に示されるような近似式Ｋを算出
する（Ｓ３３０）。
【００５７】
ちなみに、上記センサ出力値Ｓ１およびＳ２も、無噴射時のセンサ出力値Ｓ０と併せて、
車両減速時などのフューエルカット期間中に、上記パラメータＰ１およびＰ２に基づく燃
料噴射を行ったときに検出されるＮＥセンサ４０のセンサ出力値として取得される。しか



(14) JP 4238043 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

も、同取得に際しては、例えばセンサ出力値Ｓ１に反映された燃料噴射の影響が収束した
と見なせるときにセンサ出力値Ｓ２が取得される。図３（ａ）中、横軸のパラメータＰ１
およびＰ２に対応して示される「Ｂ」および「Ｃ」点は、こうして取得されるセンサ出力
値Ｓ１およびＳ２の態様を示したものである。本実施の形態においては、上記算出される
近似式Ｋも、同図３（ａ）において、これら「Ｂ」点と「Ｃ」点とを結び、その間および
その前後を補間する式として算出される。
【００５８】
こうして近似式Ｋを算出した電子制御ユニット３０は、次に同じく図３（ａ）に示される
ように、上記燃料無噴射時のセンサ出力値Ｓ０を閾値Ｌとし、この閾値Ｌと上記算出した
近似式Ｋとの交点Ｘに基づいて最少駆動時間に相当する時間を新たに算出する（Ｓ３４０
）。なお、この最少駆動時間に相当する時間とは、図３（ａ）において、時刻ｔ０を通電
開始（制御信号印加）時刻とするとき、それから実際に燃料が噴射される時刻である時刻
ｔ１までの時間（ｔ１－ｔ０）である。
【００５９】
こうして、ステップＳ３４０にて、新たな最少駆動時間を求めた電子制御ユニット３０は
次に、その時点で上記書き込み可能な不揮発性メモリ３５に保持されている最少駆動時間
を、この新たに求めた最少駆動時間にて更新する（Ｓ３５０）。
【００６０】
そしてこれ以降、電子制御ユニット３０は、この更新された最少駆動時間に基づいて前述
した燃料噴射制御を実行する（Ｓ４００）。なお、この新たな最少駆動時間に基づく燃料
噴射制御は、再び上記劣化判定タイミングが訪れるまで、継続して実行される。
【００６１】
ちなみに、本実施の形態においては、ステップＳ２０１～ステップＳ２４０の処理が劣化
判定手段となり、また、ステップＳ３１０～ステップＳ３５０の処理が学習更新処理とな
る。
【００６２】
また、図２～図５を参照して詳述した以上の処理が、実際には各気筒１１ａ～１１ｄに各
々設けられた燃料噴射弁１２ａ～１２ｄのそれぞれを対象に各別に実行されることは前述
の通りである。
【００６３】
以上説明したように、本実施の形態によれば、以下に列記するような多くの優れた効果を
得ることができる。
（１）この実施の形態では、燃料噴射弁１２による燃料噴射量の経時変化度合いに基づい
て同燃料噴射弁１２の劣化の有無を判定する劣化判定処理を実行する。そして、この劣化
判定処理において燃料噴射弁１２が劣化していると判定される場合に限って、最小駆動時
間の学習更新を実行することとしたため、最少駆動時間の更新にかかる演算負荷を大幅に
軽減することができる。
【００６４】
（２）この実施の形態では、燃料噴射弁１２の初期段階の特性を示す初期値ΔＳｉを算出
し保持するとともに、同燃料噴射弁１２のその都度の特性を示す現状値ΔＳを、上記初期
値ΔＳｉと同一の条件で算出する。そして、上記保持される初期値ΔＳｉと上記現状値Δ
Ｓとを比較することにより劣化判定を行っている。これにより、燃料噴射弁１２の経時変
化度合いを、初期値ΔＳｉに対する現状値ΔＳの推移として的確に捉えることができるよ
うになるため、その劣化判定精度も高く維持することができる。
【００６５】
（３）この実施の形態では、現状値ΔＳが初期値ΔＳｉに対し、その所定の範囲を超えて
ずれていることに基づいて燃料噴射弁１２の劣化が判定されるため、燃料噴射弁１２の劣
化度合いに対する許容値、あるいは上記最少駆動時間を学習更新したい時期といったもの
を任意に調整することができる。
【００６６】
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（４）この実施の形態では、各別の燃料噴射量を指令するパラメータ（Ｐ１、Ｐ２）のセ
ンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２）から近似式Ｋを算出するとともに、この近似式Ｋが燃料無噴射
時のセンサ出力値Ｓ０に差交するまでの時間に基づいて最少駆動時間を算出している。そ
のため、最小駆動時間を一義的に、しかもより正確に算出することができる。また、その
時点で書き込み可能な不揮発性メモリ３５に保持されている最少駆動時間の値をこうして
算出した時間にて更新することにより、燃料噴射弁１２の劣化度合い（経時変化度合い）
が加味されるかたちで、正確な燃料噴射制御を維持することができる。
【００６７】
（５）この実施の形態では、燃料噴射弁１２の劣化判定処理に際し、その判定タイミング
の指標とするパラメータとして、ディーゼル機関１０を搭載する車両の走行距離を採用し
ている。ちなみに、この走行距離として長い距離を設定するほど、演算負荷の軽減効果は
向上するものの、逆に学習更新の機会は減少する。この点、この走行距離というパラメー
タは、このようなトレードオフの中で、その設定いかんにより、比較的その両立が図りや
すいパラメータであるといえる。
【００６８】
（６）この実施の形態では、燃料噴射弁１２の燃料無噴射時に相当するセンサのセンサ出
力値として、燃料無噴射時とみなせる期間におけるＮＥセンサ４０のセンサ出力値Ｓ０、
すなわち実測値を採用している。そのため、劣化判定や学習更新にかかる信頼性を高く維
持することができる。
【００６９】
（７）この実施の形態では、ＮＥセンサ４０のセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２）に基づいて近
似式Ｋを求めるに際し、センサ出力値Ｓ２は、少なくともセンサ出力値Ｓ１を取得したと
きのディーゼル機関１０の運転環境に一致する条件で、特にここでは車両減速時などのフ
ューエルカット期間中に取得することとした。これにより、ＮＥセンサ４０のセンサ出力
値（Ｓ１、Ｓ２）に直接影響する測定環境の違いが解消され、より高い精度にて上記近似
式Ｋを求めることができる。
【００７０】
（８）この実施の形態では、ＮＥセンサ４０のセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２）の取得に際し
、センサ出力値Ｓ１に反映された燃料噴射の影響が収束したと見なせるときにセンサ出力
値Ｓ２を取得することとした。これにより、取得されるセンサ出力値（Ｓ１、Ｓ２）の一
つひとつがより信頼性の高い値となり、ひいては上記求められる近似式Ｋの精度も更に高
めることができる。なお、これらセンサ出力値Ｓ１、Ｓ２の取得順は逆であってもよい。
【００７１】
（９）この実施の形態では、初期値算出処理、劣化判定処理および学習更新処理を、各気
筒の燃料噴射弁１２（１２ａ～１２ｄ）の全てにおいて各別に実行するため、演算負荷を
最小限に抑えつつ、多気筒内燃機関全体としての燃料噴射制御も常に適正に維持すること
ができる。
【００７２】
（１０）この実施の形態では、より正確に最少駆動時間を把握することができるため、よ
り木目細かな制御信号の生成を必要とするマルチ噴射等にも的確に対応することができる
。
【００７３】
なお、この発明にかかる燃料噴射制御装置は、上記実施の形態に限定されるものではなく
、同実施の形態を適宜変更した、例えば次のような形態として実施することもできる。
【００７４】
・上記実施の形態では、燃料無噴射時のセンサ出力値Ｓ０とパラメータＰ１にて燃料噴射
弁１２を駆動したときのセンサ出力値Ｓ０との差によって初期値ΔＳｉおよび現状値ΔＳ
を算出した。こうした初期値ΔＳｉおよび現状値ΔＳは、燃料無噴射時のセンサ出力値Ｓ
０とパラメータＰ１にて燃料噴射弁１２を駆動したときのセンサ出力値Ｓ０との比によっ
ても算出することができる。
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【００７５】
・さらに、初期値ΔＳｉおよび現状値ΔＳを算出する前に例えばパラメータＰ２のセンサ
出力値Ｓ２を取得している場合には、以下の態様によっても初期値ΔＳｉおよび現状値Δ
Ｓを算出することができる。
【００７６】
（Ａ１）センサ出力値Ｓ０とセンサ出力値Ｓ２との差。
（Ａ２）センサ出力値Ｓ０とセンサ出力値Ｓ２との比。
（Ａ３）センサ出力値Ｓ１とセンサ出力値Ｓ２との差。
【００７７】
（Ａ４）センサ出力値Ｓ１とセンサ出力値Ｓ２との比。
・上記実施の形態では、現状値ΔＳが初期値ΔＳｉに対し所定の範囲を超えてずれている
ことに基づいて燃料噴射弁１２が劣化している旨を判定した。しかし、こうした劣化判定
の仕方自体は任意であり、単に現状値ΔＳと初期値ΔＳｉを比較することによってのみで
も、その差分あるいは比に基づいて劣化の有無を判定することは可能である。
【００７８】
・上記実施の形態では、各別の燃料噴射量を指令するパラメータＰ１およびパラメータＰ
２にて燃料噴射弁１２を駆動したときにＮＥセンサ４０を通じて検出されるセンサ出力値
Ｓ１およびセンサ出力値Ｓ２を補間する態様にて近似式Ｋを算出することとした。こうし
たパラメータは、演算負荷の許容範囲内において、その数を任意に増設してもよい。例え
ばパラメータＰ２よりも多い噴射量を指令するパラメータＰ３を更に設定して、このパラ
メータＰ３に対応するセンサ出力値Ｓ３を取得し、これら３つ（あるいはそれ以上）のセ
ンサ出力値から上記近似式Ｋを求めるようにしてもよい。そうした場合には、近似式Ｋの
精度、ひいてはそこから算出される最少駆動時間の精度をさらに向上させることができる
。
【００７９】
・上記実施の形態では、上記各センサ出力値の取得を、車両減速時などのフューエルカッ
ト期間中に行うことととしたが、これに代えて、通常の燃料噴射制御時にそれらセンサ出
力値の取得を行う構成とすることもできる。すなわちこの場合、上記パラメータＰ１に対
応して取得されるセンサ出力値Ｓ１、すなわち先の図３（ａ）の「Ｂ」点に対応する値は
、例えば図３（ｂ）に示すように、車両の減速運転中や加速運転中といったフューエルカ
ット期間以外の機関運転中に求められる。逆に、燃料無噴射時のセンサ出力値Ｓ０、すな
わち図３（ａ）の「Ａ」点に対応する値は、図３（ｂ）に示すように、フューエルカット
期間中に求められる。また、近似式Ｋの算出に際しても、上記センサ出力値Ｓ１およびＳ
２は、無噴射時のセンサ出力値Ｓ０と併せて、図３（ｂ）に例示するようなフューエルカ
ット期間を含む減速運転および加速運転を複数回繰り返す中で取得される。そして、上記
センサ出力値Ｓ０が同図３（ｂ）中、「Ａ」の点で、また上記センサ出力値Ｓ１が同図３
（ｂ）中、「Ｂ」の点で取得されるとするとき、上記センサ出力値Ｓ２は、
（ｉ）少なくとも上記センサ出力値Ｓ１を取得したときのディーゼル機関１０の運転環境
に一致していること。且つ、
（ｉｉ）該センサ出力値Ｓ１に反映された燃料噴射の影響が収束したと見なせること。
を条件に、上記パラメータＰ２に対応するセンサ出力値として、同図３（ｂ）中の減速運
転中、あるいは加速運転中の適宜のタイミングで取得される。これにより、図３（ａ）に
示すパラメータＰ２に対応したセンサ出力値Ｓ２として「Ｃ」点の取得が可能となる。そ
してこの場合、上記算出される近似式Ｋも、同図３（ａ）において、この「Ｃ」点と上記
「Ｂ」点とを結び、その間およびその前後を補間する式として算出される。
【００８０】
・またこの場合、センサ出力値に基づいて近似式を求めるに際し、センサ出力値（Ｓ１、
Ｓ２、…）を、ディーゼル機関１０のそれぞれ一致する運転環境のもとで取得することと
したが、近似式を求める上で所望とする精度が維持可能であれば、こうしたセンサ出力値
（Ｓ１、Ｓ２、…）の取得条件を緩和してもよい。また同様に、センサ出力値（Ｓ１、Ｓ
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２、…）の取得に際しては、センサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）が各々、他のセンサ出力値
に反映された燃料噴射の影響が収束したと見なせるときに取得することとした。これも各
センサ出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）の信頼性が維持できる範囲であれば、こうした取得条件
を緩和することができる。なお、センサ出力値Ｓ０も含めて、これらセンサ出力値（Ｓ１
、Ｓ２、…）の取得条件については、先の初期値算出処理や劣化判定処理に関しても同様
のことがいえる。
【００８１】
・上記実施の形態では、燃料噴射弁１２による燃料噴射量に応じた出力変化が得られるセ
ンサとしてＮＥセンサ４０を採用した。しかし、こうしたセンサはＮＥセンサ４０には限
られない。例えば図１に示したように、排気ガスの酸素濃度をセンサ出力値として出力す
る空燃比センサ４２のほか、ディーゼル機関１０の燃焼圧力をセンサ出力値として出力す
るもの、機関本体に生じる振動や加速度等、その運動エネルギをセンサ出力値として出力
するものなどを採用してもよい。例えば図６には、上記ＮＥセンサ４０に代えて、空燃比
センサ４２（排気中の酸素濃度推移に対してリニアな値を出力するタイプのもの）を採用
した場合の燃料噴射弁通電時間（燃料噴射量）とセンサ出力値との関係を例示している。
同図６に示されるように、燃料噴射弁１２への通電時間が伸長されるほど、空燃比はリッ
チとなることから、このときの同空燃比センサ４２のセンサ出力値は燃料無噴射時のセン
サ出力値Ｓ０よりも小さな値となる。このような態様でセンサ出力値が取得される場合で
も、それらセンサ出力値Ｓ１、Ｓ２、およびＳ３に基づいて近似式を算出することができ
、さらには該算出された近似式と上記閾値Ｌとの交点とに基づいて最少駆動時間を算出す
ることができる。
【００８２】
・上記実施の形態では、燃料噴射弁１２が劣化判定されたとき、その経時変化度合いが緩
和される方向に再設定されたパラメータ（Ｐ１、Ｐ２、…）にて当該燃料噴射弁１２を駆
動したときのセンサの出力値（Ｓ１、Ｓ２、…）をそのまま用いて、その噴射特性を補間
する近似式を求めることとした。しかし、当該燃料噴射弁１２において、その噴射特性が
ある一定の傾向を持つことが既知である場合には、上記センサの出力値（Ｓ１、Ｓ２、…
）により、その既知である噴射特性（傾向）を補正するかたちで、同噴射特性を補間する
近似式を求めるようにしてもよい。
【００８３】
・上記実施の形態では、図１に例示した距離計４３を用いて車両の走行距離を計測するこ
ととしたが、他に例えば、車両に通常搭載される車速センサの出力を電子制御ユニット３
０に取り込み、この車速センサの出力から車速を求めるとともに、この求めた車速から上
記走行距離を算出するようにしてもよい。
【００８４】
・上記実施の形態では、劣化判定処理を実施するタイミングの指標とするパラメータとし
て、上記車両の走行距離を採用したが、これに代えて、ディーゼル機関１０の稼働時間や
燃料噴射弁１２の駆動回数なども採用することができる。このような構成を採用する場合
には、これら稼働時間や駆動回数をカウントするための計時手段、あるいはカウンタ等を
適宜設けることとなる。
【００８５】
・上記の実施の形態では、車載ディーゼル機関１０を対象に本発明を具体化したが、本発
明は、ディーゼル機関に限定されることなく、例えば希薄燃焼を実施するガソリン機関に
採用することもできる。すなわち、希薄燃焼を実施する際には、気流生成過程における適
切な時期に適切な量の燃料を噴射する必要がある。この点、本発明によれば、劣化判定処
理および学習更新処理等によって正確な最少駆動時間を把握することができるため、そう
した態様での燃料噴射制御についても好適に対応することができる。
【００８６】
・また、上記実施の形態では、燃料噴射弁として電磁駆動式の燃料噴射弁１２を採用した
が、圧電素子駆動式の燃料噴射ノズル（ピエゾインジェクタ）等も適宜採用可能である。
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要は、その駆動時期や駆動期間が電子制御されるいわゆる電子制御式の燃料噴射弁であれ
ば、本発明にかかる燃料噴射制御装置を適用することはできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる燃料噴射制御装置の一実施の形態についてその概略構成を示すブ
ロック図。
【図２】同実施の形態の初期値算出処理についてその処理手順を示すフローチャート。
【図３】（ａ）はセンサ出力値と燃料噴射弁への通電時間との関係を示すグラフ。（ｂ）
は車両の運転推移を示す時間と燃料噴射量との関係を示すグラフ。
【図４】同実施の形態の劣化判定処理および学習更新処理についてその処理手順を示すフ
ローチャート。
【図５】同実施の形態のパラメータ再設定処理についてその処理手順を示すフローチャー
ト。
【図６】上記センサ出力値と燃料噴射弁への通電時間との関係についての変形例を示すグ
ラフ。
【符号の説明】
１０…ディーゼル機関、１１（１１ａ～１１ｄ）…気筒、１２（１２ａ～１２ｄ）…燃料
噴射弁、１３…クランク軸、２０…コモンレール、２１…燃料供給管、２２…燃料ポンプ
、３０…電子制御ユニット、３１…双方向バス、３２…ＲＯＭ、３３…ＲＡＭ、３４…Ｃ
ＰＵ、３５…書き込み可能な不揮発性メモリ、３６…入力ポート、３７…出力ポート、３
８…Ａ／Ｄ変換器、３９…駆動回路、４０…ＮＥセンサ、４１…コモンレール圧センサ、
４２…空燃比センサ、４３…距離計。

【図１】 【図２】

【図３】
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